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１ 目的 

このマニュアルは、設計変更に伴う事務手続きに関し必要な事項を定めることに

より、契約に関する事務の簡素化と合理化を図ることを目的とする。 

これ以外においては、国土交通省の営繕工事請負契約における設計変更ガイドラ

イン（案）及び営繕工事請負契約における設計変更ガイドライン Q&A（案）を準用す

る。 

 

 

２ 用語の定義 

（１）請負者等 工事の施工に関し、川崎市と工事請負契約を締結した個

人若しくは会社その他の法人をいう。 

（２）請負金額 工事請負契約書に記載される契約金額（消費税等を含

む）をいう。 

（３）契約変更 川崎市契約規則（以下「規則」という。）第４８条及び

第５０条又は川崎市工事請負契約約款（以下「約款」とい

う。）第１９条から第２３条の規定により、工期若しくは

請負金額の変更に関する契約を締結することをいう。 

（４）設計変更 図面又は仕様書を変更することをいう。 

（５）当初設計金額 最初の契約時点の設計金額をいう。 

（６）変更前設計金額 直近の契約時点での設計金額をいう。 

（７）変更後設計金額 直近の契約以降のすべての設計変更を踏まえた設計金

額をいう。 

（８）変更金額 変更前設計金額と変更後設計金額の差額をいう。 

（９）総変更金額 当初設計金額とすべての設計変更を踏まえた設計金額

の差額をいう。 

（10）工事項目 細目別内訳書に記載される細目の１項目をいう。 

（11）細目金額 細目別内訳書に記載される工事項目ごとの金額をいう。 

（12）細目変更金額 新たな工事項目の追加による細目金額の増加額、工事項

目の取り止めによる細目金額の減少額、又は、数量若しく

は単価（一式計上を含む）の変更に伴う細目金額の増減額

で、設計変更前と設計変更後の細目金額の差額をいう。 

（13）指示 監督員が請負者等に対し、工事の施工上必要な事項につ

いて書面をもって示し、実施させることをいう。 

（14）協議 図面又は仕様書に関する疑義等について、監督員と請負

者等が合議することをいう。 

（15）落札率 

 

 

 

変更前の請負金額から消費税相当額を減じた額を、変更

前設計金額（税抜き）で除した比率をいう。なお、あくま

で比率として表現される値であるため、端数処理等は行わ

ない。 

 

３ 設計変更 

（１）設計変更は、当該工事の目的を変更しない限度において、特に必要な場合、

又は、やむを得ない場合に限り行うことができる（約款第１９条～第２３条）。 

（２）一式工事（細目別内訳において数量を一式として表示した工事）は、図面等

により設計条件や施工方法を明示したものであることから設計変更の対象とし
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ない。ただし、図面等で設計数量が明らかなもの、設計条件又は施工方法を変

更した場合は、この限りではない。 

（３）設計変更は、書面にて行わなければならない（約款第１条第５項）。よって、

原則として指示書交付前に設計変更に係る施工を行わせてはならない。 

（４）設計変更の指示・協議は、原則として工期及び請負金額の変更協議（当該変

更をしない旨の協議を含む）と併せて行うものとする。 

（５）指示・協議にあたり監督員が整備する書類は次のとおりとする。 

ア 指示・協議書 

イ 変更図面・仕様書等 

ウ 事業局依頼書（事業局の要望に伴う設計変更のときに限る） 

エ 増減表（設計変更項目及び細目変更金額を記載したもの。） 

オ 工事記録簿 

 

４ 契約変更 

（１）設計表示単位（川崎市公共建築工事積算基準等の運用（まちづくり局施設整

備部）に基づく数量表示方法による）に満たない設計変更は契約変更の対象と

しない。 

（２）総変更金額が当初設計金額の３０％を超える設計変更は、現に施工中の工事

と分離して施工することが著しく困難なものを除き、原則として、別途の契約

とする。 

（３）契約変更は、工期の末（債務負担行為に基づく工事にあっては、各会計年度

の末及び工期の末）に行うことができる。ただし、次のいずれかに該当（重要

な変更という）するときは、設計変更後遅滞なく契約変更手続きを行うこと。 

ア 構造、工法、位置、断面、機器等の変更で重要なもの。 

イ 細目変更金額が、変更前設計金額の２０％を超えるもの。 

ウ 変更金額が、変更前設計金額の２０％を超えるもの。 

（４）契約変更にあたり監督員が整備する書類は次のとおりとする。 

ア 工事請負変更調書 

イ 変更設計金額及び変更請負金額調書 

ウ 工事変更内訳書（Ａ）、（Ｂ）、細目別内訳 
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